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１ 事業の必要性 

評価調書のとおり、本市が事業を実施する。 

 

 

２ 事業の妥当性 

評価調書のとおり、事業を進める。 

 

 

３ 事業の優先性 

評価調書のとおり、事業を進める。 

なお、事業により影響を及ぼす地域、周辺住民等に対し、職業大跡地利用に係る

全体的な計画が具体化された段階で、事業内容の周知や調整を図るものとする。 

 

 

４ 事業の有効性 

評価調書のとおり、事業を進める。 

 

 

５ 事業の経済性・効率性 

評価調書のとおり、事業を進める。 

事業費・財源等について引き続き検討し、コスト縮減に取り組むこととする。 

 

 

６ 環境・景観への配慮 

環境・景観への配慮については、職業大跡地利用に係る全体的な計画が具体化さ

れた段階で地域に影響等の説明を行い、周辺住民と調整を図りながら事業を進める

ものとする。 

 

 

７ 総合的所見 

本事業は「相模原市都市計画マスタープラン」における道路構想の実現を図ると

ともに、リニア中央新幹線建設促進の一環となる事業であることから、相原高校の

移転等、職業大跡地利用のスケジュールと整合した取り組みを進める必要がある。 

事業の推進に当たっては、影響を及ぼす地域や周辺住民に説明を行い、地域の意

見を踏まえた事業展開を図るものとする。 


